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第６章 本計画を推進する体制 

 

（１）市の推進体制 

①弘前市中心市街地活性化基本計画推進会議の設置 

前計画の策定にあたって、計画策定作業の円滑な推進を図るとともに、基本計画に

掲載した事業の実効性を確保するため、平成19年4月26日に中心市街地活性化基本計画

策定会議を設置しました。計画策定時には目標・事業等の検討を重点的に行ってきま

したが、基本計画認定後は当推進会議に移行し、各事業の進捗管理と計画全体のフォ

ローアップ等を行う組織として機能しています。 

本計画では、前計画によって目標を達成できなかった課題や新たな地域課題に取り

組むこととしており、部局横断的に様々な事業に連携して取り組む必要があることか

ら、引き続き同推進会議を設置し、掲載した事業の実効性を確保します。 

 

②中心市街地活性化プロジェクトチームの設置 

中心市街地活性化基本計画推進会議の下部組織として、作業部会である「中心市街

地活性化プロジェクトチーム」も引き続き設置し、事務レベルにおいても連携して円

滑な作業が進められるような体制とします。 

 

■弘前市中心市街地活性化基本計画推進会議の構成員 

役 職 職    名 

委 員 長 副市長 

副委員長 商工振興部長 

〃 都市環境部長 

委  員 
関係部長級職員 

（経営戦略部、財務部、市民文化スポーツ部、健康福祉部、福祉事 

務所、農林部、観光振興部、建設部、都市環境部、教育委員会） 

 

＜開催経過＞ 

 

【平成24年度 第１回】 平成24年12月17日開催 

１.前計画及び目標値等の状況について 

２.前計画の計画期間終了後の対応について 

３.今後の作業内容等について 

 

【平成25年度 第１回】 平成25年４月24日開催 

１.前計画の変更の認定について 

２.前計画及び目標値等の状況について 

３.前計画期間終了後の対応について 
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【平成25年度 第２回】 平成26年２月26日開催 

１.前計画の総括について 

２.次期中心市街地活性化基本計画の策定時期について 

 

【平成26年度 第１回】 平成27年１月23日開催 

１.中心市街地活性化基本計画の素案について 

２.計画策定に向けた今後の予定について 

 

【平成26年度 第２回】 平成27年２月24日開催 

１.中心市街地活性化基本計画案（素案修正版）について 

２.計画策定に向けた今後の予定について 

 

■中心市街地活性化プロジェクトチームの構成員 

役 職 職    名 

リーダー 商工振興部商工政策課 課長 

副リーダー 都市環境部都市政策課 課長 

委 員 

関係各課の課長補佐級職員 

（政策推進課、行政経営課、財務政策課、情報システム課、財産管理課、

市民協働政策課、福祉政策課、農業政策課、商工政策課、観光政策課、

国際広域観光課、建設政策課、都市政策課、区画整理課、公園緑地課、

文化財課、） 

 

＜開催経過＞ 

 

【平成24年度 第１回】 平成25年２月21日開催 

１.前計画及び目標値等の現状について 

２.前計画の計画期間終了後の対応について 

３.今後の作業内容等について 

 

【平成24年度 第２回】 平成25年３月22日開催 

１.前計画区域内で実施される事業の洗い出しについて 

 

【平成25年度 第１回】 平成25年４月18日開催 

１.次期計画における「核事業」の候補となる事業の進捗状況等について 

２.前計画期間終了後の対応について 

 

【平成26年度 第１回】 平成27年２月18日開催 

１.中心市街地活性化基本計画案（素案修正版）について 

２.今後の予定について 
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■中心市街地活性化基本計画に係る庁内推進体制 
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（２）中心市街地活性化協議会 

平成20年１月17日に開催された弘前市中心市街地活性化協議会準備会において、

「経済活力の向上の柱」となる者として弘前商工会議所、「都市機能の増進の柱」と

なる者については、「ＮＰＯ法人コミュニティネットワークキャスト」（中心市街地整

備推進機構に指定）が選出されました。そして、これらの必須構成員に加えて、弘前

市をはじめ、基本計画に掲載された事業を実施しようとする事業者や、掲載事業の実

施に際し、より効果的なものとするために連携する団体等を任意構成員として、平成

20年１月30日に弘前市中心市街地活性化協議会が設立されました。 

なお、事務局は弘前商工会議所が担っています。なお、協議会の設立趣意及び規約、

活動状況等についてはホームページ（アドレス http://www.hcci.or.jp ）にて公表してい

ます。 

● 基本計画に記載された事業を実施しようとする事業者
● 弘前市
● 掲載事業の実施に際し、より効果的なものとするために連携する団体等
● 関係行政機関等
● 協議会が特に必要と認める者

任 意構成員

必須構成員（共同組織者）

NPO法人コミュニティ
ネットワークキャスト

弘 前 商 工 会 議 所

都市機能の増進 経済活動の向上

参
加
要
請

参
加
申
出

 

 

 

 

 

 

 

 

ワーキンググループ 

運営会議 

弘前市中心市街地活性化協議会    

今後の事業推進体制 

http://www.hcci.or.jp/


78 

 ■中心市街地活性化協議会委員及びオブザーバー 

役 職 所      属 

会 長  弘前商工会議所 会頭 

副会長  ＮＰＯ法人コミュニティネットワークキャスト 理事長 

副会長  ＮＰＯふれ～ふれ～ファミリー 代表 

会計監事  弘前駅前商店街振興組合 理事長 

会計監事  ＮＰＯ法人弘前こどもコミュニティ・ぴーぷる 代表理事 

委 員  弘前商工会議所 副会頭 

委 員  弘前商工会議所 地域開発委員会委員長 

委 員  弘前商工会議所 青年部会長 

委 員 弘前商工会議所 専務理事 

委 員 ＮＰＯ法人コミュニティネットワークキャスト 副理事長 

委 員 ＮＰＯ法人コミュニティネットワークキャスト 理事 

委 員 ＮＰＯ法人コミュニティネットワークキャスト 理事 

委 員  弘前市 商工振興部 商工政策課長 

委 員  弘前市 都市環境部 都市政策課長 

委 員  弘前市大町商店街振興組合 理事長 

委 員  弘前上土手町商店街振興組合 理事長 

委 員  弘前中土手町商店街振興組合 理事長 

委 員 弘前下土手町商店街振興組合 理事長 

委 員 百石町振興会 会長 

委 員  弘南バス株式会社 取締役乗合部長 

委 員  弘南鉄道株式会社 常務取締役 

委 員  株式会社アップルコミュニケーションズ 専務取締役 

委 員  弘前中央食品協同組合 理事長 

委 員  津軽弘前屋台村協議会 事務局員 

委 員  公益社団法人弘前観光コンベンション協会 事務局長 

委 員  国立大学法人弘前大学 研究推進部社会連携課長 

委 員  NPO法人ｈａｒａｐｐａ 理事長 

委 員  NPO法人スポネット弘前 理事長 

委 員  ギャラリーネットワークひろさき 代表 

委 員 公益社団法人弘前青年会議所 理事長 

委 員 株式会社マイタウンひろさき 代表取締役社長 

 

オブザーバー  経済産業省東北経済産業局 産業部 商業・流通サービス産業課長 

オブザーバー  青森県 商工労働部 商工政策課長 

オブザーバー  青森県 中南地域県民局長 

オブザーバー  (独)中小企業基盤整備機構 東北支部 地域振興部地域振興課長 

オブザーバー 日本政策金融公庫 弘前支店 支店長 
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＜開催経過＞ 

 

【平成25年度 第１回総会】 平成25年５月15日開催 

１.平成24年度事業報告並びに収支決算書承認について 

２.平成25年度事業計画（案）並びに収支予算（案）について 

３.次期弘前市中心市街地活性化基本計画について 

   

【平成25年度 第２回総会】 平成26年２月３日開催 

   １.平成25年度の今後の事業について 

   ２.次期弘前市中心市街地活性化基本計画について 

   ３.今後の弘前市中心市街地活性化協議会について 

 

  【平成25年度 第３回総会】 平成26年３月４日開催 

   １.前弘前市中心市街地活性化基本計画の総括について 

     

  【平成26年度 第１回総会】 平成26年６月９日開催 

   １.平成25年度事業報告並びに収支決算書承認について 

   ２.平成26年度事業計画（案）並びに収支予算（案）について 

 

【平成26年度 第２回総会】 平成27年２月６日開催 

   １.弘前市中心市街地活性化基本計画の策定に関する今後の予定について 

 

【平成26年度 第３回総会】 ※平成27年３月中旬開催予定 
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（３）本計画の周知 

市では、平成26年に策定した弘前市経営計画を地域経営の最上位計画とし、長期的

な地域づくりの目標を掲げ、市民ニーズや社会経済の変化等に柔軟に対応し、機動的

な地域経営を継続的に実施できるよう、取り組んでおります。 

また、経営計画に基づく様々な事業の所管部局は、実際に事業を効果的、計画的に

実施できるよう、事業分野別に具体的な計画や方針を策定しています。 

しかし、実際に策定されている計画や方針については、市民や関係事業者等に十分

周知されていないという課題もあります。 

本計画においては、市民や関係団体、事業者等に周知を図るため、以下のとおり広

報を実施します。 

 

 ・公共施設等への備え付け、市広報誌・ホームページへの掲載 

・関係団体等への郵送 

 ・関係団体等の管理するホームページへの掲載依頼 

 ・各種イベントや事業実施にあたっての事業者説明等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


